
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７項 

 異常時対応力のレベルアップに向けて、認定線区の特情も含めた必要な教育と訓練を実施すること 

【組合】 【会社】 

・認定線区に行ったことがない人が今後行かなければ

ならないところを危惧している。マップを活用すれ

ばいける箇所もあるが行けないところもある。 

 職場において訓練を行うが、会社としてもバックア

ップとフォローを推進してほしい。 

 

・行ける教育はして頂いている。認定線区の箇所につ

いても対応できるということは必要。教育は引き続

きしていく必要がある。 

 

 

 

第８項 

 施策実施後、問題が発生した場合には速やかに対応すること 

【組合】 【会社】 

・。現場の状況を見ながら必要な場合には、協約に基

づいて議論させて頂く。 

・了解した。 
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「首都圏における拠点配置体制の       

一部見直し」に関する申し入れ その⑤ 


